
     （教職員課） 

件  名 

学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則について 

 

提案理由  

扶養手当の認定に係る所得限度額の改定を行うため、学校職員の扶養手当に関

する規則の一部を別紙のとおり改正したいので、審議願います。 

 

概  要  

１ 現行規則の内容 

  扶養親族を有する職員に対して、扶養手当の支給額等を定めるもの 

 

２ 改正の内容 

  大学生年代＊の扶養親族に係る所得限度額を、年額１３０万円から１５０万

円に引き上げる。 

  ＊満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者 

 

第３７号議案 
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３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

2



 学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表                          （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

学校職員の扶養手当に関する規則 

 

学校職員の扶養手当に関する規則 

 

第一条 （略） 

 

第一条 （略） 

 

（扶養親族の範囲） （扶養親族の範囲） 

第二条 条例第九条において準用する職員の給与に関する条例（昭和二十

七年埼玉県条例第十九号。以下「県職員条例」という。）第八条第二項

に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者

には、次に掲げるものは含まれないものとする。 

第二条 条例第九条において準用する職員の給与に関する条例（昭和二十

七年埼玉県条例第十九号。以下「県職員条例」という。）第八条第二項

に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者

には、次に掲げるものは含まれないものとする。 

一 （略） 一 （略） 

二 年額百三十万円以上（満十八歳に達する日後の最初の四月一日から

満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者に

あつては、年額百五十万円以上）の恒常的な所得があると見込まれる

者 

 

二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者 

 

第三条～第六条 （略） 

 

第三条～第六条 （略） 
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学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

学
校
職
員
の
扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
満
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年

額
百
五
十
万
円
以
上
）
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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